
  

宇治川河川保全利用委員会 結果報告 

 
日  時： 平成 30 年 12 月 11 日(火) 13 時 30 分～15 時 30 分 

場  所： さくらであい館（八幡市） 

参加者数： 委員 6 名、占用者 7 名、一般傍聴者 3 名 

河川管理者 5 名、事務局 3 名 

 

１．議事内容および出席者 

宇治川河川保全利用委員会の議事内容及び出席者は、以

下に示すとおりであった。 

 

議事内容 

１）副委員長の交替について 

２）これまでの会議の報告 

（1）平成３０年度 連絡調整会議の報告 

（2）平成３０年度 占用者説明会・勉強会の報告 

 

３）平成３０年度審議対象案件の審議 

（1）ランクＣ案件 

（2）ランクＡ案件 

４）一般傍聴者からの意見聴取 

５）その他 

 

出席者 

委員名 所属・役職 備考 出欠 

委

員 

綾 史郎 大阪工業大学 工学部 名誉教授 委員長 ○ 

福井 亘 
京都府立大学大学院  
生命環境科学研究科 准教授 

副委員長 ○ 

光田 重幸 
同志社大学  
理工学部環境システム学科 非常勤講師 

 ○ 

坂東 美紀 
公益財団法人 京都府体育協会  
事務局長 

 ○ 

田中 真澄 岩屋山 志明院 住職  ○ 

行

政

委

員 

藤岡 栄 京都府環境部自然環境保全課 課長 ○代理;(四方副課長) 

片山 嘉徳 京都府教育庁指導部社会教育課 課長 欠席 

 

委員会の様子 

委員会の様子 



  

２．現地視察 

委員会開催に先立ち、下記の行程で現地を視察した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３． 副委員長の交替について 

現副委員長の光田委員より、副委員長を辞退したい意向が出されたことを受け、新副委員長につ

いて委員互選により、満場一致で福井委員が選出された。光田委員はこのまま当委員会の委員を継

続される。 

 
４．これまでの委員会の報告 

今年度実施した、「連絡調整会議」、「占用者説明会及び勉強会」の内容について報告した。 

 

５．占用地の個別審議 

平成 30 年度審議対象案件の４案件について審議した。審議対象案件に対する委員会意見は次の

とおりである（審議順）。 
 
◆No.23 改進運動広場（京都市［文化市民局 人権文化推進課］；ランク C） 

・草刈りは、夏前の１回目と、２回目は９月下旬から 10 月の早い時期までに実施すると、セ

現地視察先 占用者 

No.21 白川浜公園・天ケ瀬公園 宇治市 

No.23 改進運動広場 京都市 

No.20 宇治川公園 京都市 

No.26 かわきた自然運動公園 八幡市 

No.21 白川浜公園・天ケ瀬公園 No.23 改進運動広場 

No.20 宇治川公園 No.26 かわきた自然運動公園 



  

イバンモロコシやセイタカアワダチソウの種子が熟す前となり、効果が高い。 
・ゴミの散乱が見られたので、適切な対応を取られたい。 
・ランクＣを継続し、占用期間は５年とする。 

 
◆No.21 白川浜公園・天ケ瀬公園（宇治市［商工観光課］；ランク A） 

・白川浜公園の境界周辺の樹木には強風時等に危険と思われるものもあるので、早急な対応が

望まれる。 
・天ケ瀬公園の川沿いのフェンスが低く、劣化も見られるため、対策を施した方がよい。 
・看板は公園名のみの表示では不十分で、管理者や概要等を記載するなど、再検討されたい。 
・水栓については撤去の方向で指導されたい。猫舎の設置や給餌についても指導が必要である。 
・ランクＡを継続し、占用期間は３年とする。 

 

◆No.20 宇治川公園（京都市［市民スポーツ振興室］；ランク A） 

・駐車スペースを占用地に加え、住宅側での迷惑駐車が解消されたことは評価できる。 
・代替に返還することになっているグラウンド２面跡の用地について、返還後の管理方針を河

川管理者は検討されたい。 
・用具箱の早期撤去について引き続き指導されたい。 
・メリケントキンソウに関する啓発看板について、種子がどのように靴につくのかなど、わか

りやすい写真で表示されると良い。利用者が種子を散布している張本人である、ということ

を利用者に理解してもらいたい。 
・草地を積極的に環境学習に利用されたい。 
・ランクＡを継続し、占用期間は３年とする。 

 
◆No.26 かわきた自然運動公園（八幡市［都市整備部道路河川課］；ランク A） 

・良好に管理されている。侵食を受けている箇所があるので、利用者が安全に利用できるよう

に、危険個所の表示などにも努められたい。 
・散策で利用する人たちに対し、「硬式野球場」であることを周知するような、注意喚起の看

板の設置も検討されたい。 
・前回意見を踏襲し、引き続き代替施設の確保について関係団体等と検討を継続されたい。 
・外来生物について、農業振興課等とも連携し、オリの設置による捕獲などの対策も検討され

たい。 
・ランクＡを継続し、占用期間は３年とする。 

 
６．一般傍聴者からの意見聴取 

○堤防道路を高速で走行する自転車が目立ち、一般利用者とのトラブルも起きている。マナー

向上のための対策を検討されたい。 
○自転車道に設置されている格納式の車止めポールのうち、完全に格納できないものがある。

危険に感じるので対策を取ってほしい。 
以 上 

 


